
埼 玉 県 情 報 公 開 審 査 会 規 則 

（平成１７年３月２９日埼玉県規則第７４号） 

（最終改正 令和７年８月２９日埼玉県規則第９２号） 

 

（趣旨） 

第一条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和二十八年埼玉県条例第十七

号）第六条の規定に基づき、埼玉県情報公開審査会（以下「審査会」という。）につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第二条 審査会は、委員九人以内をもって組織する。 

（委員） 

第三条 委員は、行政情報の公開について優れた識見を有し、公正な判断をすることがで

きる者のうちから、知事が委嘱する。この場合において、知事は、政党その他の政治的

団体の役員である者を委嘱してはならない。 

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 知事は、委員が第一項に規定する委嘱の要件を欠くに至ったときは、任期中でも、こ

れを解嘱することができる。 

（会長） 

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（部会） 

第五条 埼玉県情報公開条例（平成十二年埼玉県条例第七十七号。次条において「条例」

という。）第二十六条第五項本文の合議体（以下この条において「部会」という。）に

属すべき委員は、会長がこれを指名する。 

２ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

３ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

４ 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

５ 部会は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をするこ

とができない。 

６ 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

７ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指

名する委員が、その職務を代理する。 



（総会） 

第六条 条例第二十六条第五項ただし書の合議体（以下この条において「総会」という。）

は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 総会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

３ 総会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（庶務） 

第七条 審査会の庶務は、総務部文書課において処理する。 

（委任） 

第八条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会

に諮って定める。 

附 則 

１ この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に埼玉県情報公開審査会規程（平成十三年埼玉県訓令第十三号）

第三条第一項の規定により委員に任命されている者は、この規則の施行の日に、第三条

第一項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたもの

とみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日ま

でとする。 

附 則（平成二十年七月十八日規則第七十二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十八年三月二十九日規則第三十三号） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成三十一年三月二十九日規則第三十五号） 

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則（令和七年八月二十九日規則第九十二号） 

この規則は、令和七年八月二十九日から施行する。 

 
 


